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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面を形成する透液性トップシートと、裏面側に位置する液不透過性シートと、これら
の間に介在された吸収体とを備え、
　前記吸収体の少なくとも股間部における、幅方向中央部と左右両側縁部との間に、表面
から厚み方向の中間部まで窪む凹状又は表裏面に貫通するスリット状の溝部が、前後方向
に沿ってそれぞれ延在されており、
　前記トップシートの表面における、前記吸収体の両溝部又はその幅方向外側近傍と重な
る位置を付根部分として装着者の身体側に突出する内側立体ギャザーが、前記溝部に沿っ
て設けられており、
　前記吸収体の両溝部のうち少なくとも幅方向中央側の側部が、内側立体ギャザーの付根
部分よりも幅方向中央側に位置しており、
　前記トップシートの表面における、前記内側立体ギャザーの付根部分に対して幅方向外
側に間隔を空けた位置を付根部分として装着者の身体側に突出する外側立体ギャザーが、
前記吸収体の両側縁部に沿って設けられており、
　前記トップシートは前記溝部の両側面及び底面に沿うように窪んでおり、
　前記トップシートの表面における前記溝部の幅方向外側の側面の深さ方向中間部より幅
方向外側に、前記内側立体ギャザーの付根部分が位置しており、
　前記トップシートの表面における前記内側立体ギャザーの付根部分より幅方向中央側は
装着者の身体側に露出している、
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　ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記内側立体ギャザーは、前記付根部分から突出する突出部分と、この突出部分のうち
前後方向両端部に設けられた前記トップシート表面に対する固定部分と、前記突出部分の
うち前後の固定部分間に位置する非固定の自由部分と、この自由部分の少なくとも先端部
に、前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸縮部材とを有するものであり、
　前記溝部における前後方向の少なくとも一方側の部分が、端部に向かうにつれて幅方向
外側に向かうように湾曲又は屈曲した湾曲又は屈曲部分とされており、
　前記内側立体ギャザーの付根部分は、前記溝部の湾曲又は屈曲部分の先端部の前後両側
及び幅方向外側をコ字状に取り囲む凹部を有している、
　請求項１記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横臥姿勢での漏れ防止性能を改善した、パッドタイプ、テープタイプ、パン
ツタイプ等の吸収性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　成人向けの排泄物吸収性物品（おむつ）としては、パッドタイプ、テープタイプ、パン
ツタイプ等の基本吸収性物品の他に、これらと併用することを想定した、より小型のフラ
ットタイプと呼ばれるもの等が提供されている。
　このような吸収性物品において要求される重要な特性として、拡散性及び吸収速度が知
られている。すなわち、吸収体の尿拡散性が乏しいと、吸収体を有効に使用できないだけ
でなく、吸収体による吸収が高速且つ多量に排泄される尿に追い付かず（つまり吸収速度
が遅く）、尿がトップシート表面を伝って移動し、いわゆる横漏れ（脚周りの隙間からの
漏れ）を発生するおそれがある。
　このような拡散性及び吸収速度に起因する漏れを防止する手段としては、従来、吸収体
における幅方向中央部と左右両側縁部との間に、表裏面に貫通するスリット状の溝部を、
股間部及びその前後両側にわるように前後方向に沿って延在させることが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
　しかし、このような溝部は、装着者が座位や仰向け、うつ伏せの姿勢のときには尿の拡
散促進及び吸収速度の向上をもたらし、漏れ防止効果を向上させるものであるが、吸収体
が無い部分でもあるため、横方向への移動尿量が多い横臥姿勢のときには吸収体の側部の
吸収可能量が不足し、横漏れを起き易くするという問題点を有するものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３２０８２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明の主たる課題は、上述の溝部による利点を維持しつつ、横臥姿勢時にお
ける横漏れを効果的に防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　表面を形成する透液性トップシートと、裏面側に位置する液不透過性シートと、これら
の間に介在された吸収体とを備え、
　前記吸収体の少なくとも股間部における、幅方向中央部と左右両側縁部との間に、表面
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から厚み方向の中間部まで窪む凹状又は表裏面に貫通するスリット状の溝部が、前後方向
に沿ってそれぞれ延在されており、
　前記トップシートの表面における、前記吸収体の両溝部の幅方向外側の縁又はその近傍
を付根部分として装着者の身体側に突出する内側立体ギャザーが、前記溝部に沿って設け
られており、
　前記吸収体の両溝部のうち少なくとも幅方向中央側の側部が、内側立体ギャザーの付根
部分よりも幅方向中央側に位置しており、
　前記トップシートの表面における、前記内側立体ギャザーの付根部分に対して幅方向外
側に間隔を空けた位置を付根部分として装着者の身体側に突出する外側立体ギャザーが、
前記吸収体の両側縁部に沿って設けられており、
　前記トップシートは前記溝部の両側面及び底面に沿うように窪んでおり、
　前記トップシートの表面における前記溝部の幅方向外側の側面の深さ方向中間部より幅
方向外側に、前記内側立体ギャザーの付根部分が位置しており、
　前記トップシートの表面における前記内側立体ギャザーの付根部分より幅方向中央側は
装着者の身体側に露出している、
　ことを特徴とする吸収性物品。
【０００６】
　（作用効果）
　このように、通常設けられる外側立体ギャザーだけでなく、吸収体の両溝部又はその幅
方向外側近傍と重なる位置を付根部分として装着者の身体側に突出する内側立体ギャザー
を設けることにより、横方向への移動尿量が多い横臥姿勢のときであっても、トップシー
ト表面を伝って移動する尿を確実に塞き止め、前後方向に拡散させ、或いは近傍の吸収体
で吸収することができる。
　しかも、溝部の少なくとも幅方向中央側の側部が内側立体ギャザーの付根部分よりも幅
方向中央側に位置しているため、溝部による拡散促進及び吸収速度向上の効果は維持され
る。
【０００７】
【０００８】
　また、このような構造となっていると、溝部内の尿を溝部の幅方向中央側の側面を介し
て溝部の幅方向中央側の吸収体へ吸収させるだけでなく、溝部の幅方向外側の側面を介し
て内側立体ギャザーの下を通り抜けて溝部の幅方向外中央側の吸収体へ吸収させることが
できる。よって、外側立体ギャザーと内側立体ギャザーとの間に位置する吸収体を、内側
立体ギャザーを乗り越えた尿の吸収に用いるのはもちろん、内側立体ギャザーの内側に位
置する尿の吸収にも用いることができ、内側立体ギャザーを設けたことに起因する基本吸
収量の減少を回避することができる。
【０００９】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記内側立体ギャザーは、前記付根部分から突出する突出部分と、この突出部分のうち
前後方向両端部に設けられた前記トップシート表面に対する固定部分と、前記突出部分の
うち前後の固定部分間に位置する非固定の自由部分と、この自由部分の少なくとも先端部
に、前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸縮部材とを有するものであり、
　前記溝部における前後方向の少なくとも一方側の部分が、端部に向かうにつれて幅方向
外側に向かうように湾曲又は屈曲した湾曲又は屈曲部分とされており、
　前記内側立体ギャザーの付根部分は、前記溝部の湾曲又は屈曲部分の先端部の前後両側
及び幅方向外側をコ字状に取り囲む凹部を有している、
　請求項１記載の吸収性物品。
【００１０】
　（作用効果）
　吸収体に溝部を設けると、尿が溝部を通路として移動し、拡散性が向上する。よって、
上述のような湾曲又は屈曲部分を設けると、より広範囲の吸収体を吸収に利用できるため
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好ましい。しかし、装着者が横臥姿勢にあるときに、溝部に上述のような湾曲又は屈曲部
分があると、尿が溝部に沿って幅方向外側に移動して端部に集中し、そこから前後方向に
向かって過度に拡散するおそれがある。これに対して、上述のように、内側立体ギャザー
の付根部分が、溝部の湾曲又は屈曲部分の先端部の前後両側及び幅方向外側をコ字状に取
り囲む凹部を有すると、溝部の端部に集中する尿を内側立体ギャザーの付根部分で取り囲
んで一時的に蓄えることができ、前後方向への過度の拡散を防止できるため好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のとおり本発明によれば、吸収体に溝部を設けることによる利点を維持しつつ、横
臥姿勢時における横漏れを効果的に防止できるようになる、等の利点がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】パッドタイプ吸収性物品の展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】要部のみを示す平面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ断面図である。
【図４】図１のＺ－Ｚ断面図である。
【図５】図２の要部のみを示す平面図である。
【図６】内側立体ギャザーの付根部分の各種取り付け位置を示す要部拡大断面図である。
【図７】二層構造の吸収体を有する例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。なお、本発明の
用語のうち「股間部」とは使用時に身体の股間と対応させる部分を意味し、製品によって
、図示形態のように物品の前後方向中央若しくはその近傍から前側の所定部位までの範囲
であったり、物品の前後方向中央の所定範囲であったりするものである。物品の前後方向
中間あるいは吸収体の前後方向中間に幅の狭い括れ部分を有する場合は、いずれか一方又
は両方の括れ部分の最小幅部位を前後方向中央とする所定の前後方向範囲を意味する。ま
た、「前側部分（腹側部分）」は股間部よりも前側の部分を意味し、「後側部分（背側部
分）」は股間部よりも後側の部分を意味する。
【００１４】
　図１～図４は、本発明に係るパッドタイプ吸収性物品例２００を示している。このパッ
ドタイプ吸収性物品２００は、股間部Ｃ２と、その前後両側に延在する前側部分Ｆ２及び
後側部分Ｂ２とを有するものである。各部の寸法は適宜定めることができ、例えば、物品
全長（前後方向長さ）Ｍは３５０～８００ｍｍ程度、全幅Ｗ１は１３０～４００ｍｍ程度
（ただし、おむつの吸収面の幅より狭い）とすることができ、この場合における股間部Ｃ
２の前後方向長さは１０～１５０ｍｍ程度、前側部分Ｆ２の前後方向長さは５０～４００
ｍｍ程度、及び後側部分Ｂ２の前後方向長さは５０～４００ｍｍ程度とすることができる
。
【００１５】
　パッドタイプ吸収性物品２００は、外面に外装シート３２が積層された不透液性バック
シート２１の内面と、透液性トップシート２２との間に、吸収体２３が介在された基本構
造を有している。
【００１６】
　吸収体２３の裏面側には、不透液性バックシート２１が吸収体２３の周縁より若干食み
出すように設けられている。不透液性バックシート２１としては、ポリエチレンフィルム
等の他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透湿性を備えたシートも用いることができ
る。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹
脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成した後、一軸または二軸方向に延伸するこ
とにより得られる微多孔性シートを用いることができる。
【００１７】
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　また、不透液性バックシート２１の外面は、不織布からなる外装シート３２により覆わ
れており、この外装シート３２は、所定の食み出し幅をもってバックシート２１の周縁よ
り外側に食み出している。外装シート３２としては各種の不織布を用いることができる。
不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン
系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿
等の天然繊維を用いることができる。
【００１８】
　吸収体２３の表面側は、透液性トップシート２２により覆われている。図示形態ではト
ップシート２２の側縁から吸収体２３が一部食み出しているが、吸収体２３の側縁が食み
出さないようにトップシート２２の幅を広げることもできる。トップシート２２としては
、有孔または無孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用いられる。不織布を構成
する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエス
テル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維
を用いることができる。
【００１９】
　トップシート２２と吸収体２３との間には、図２に二点鎖線で示すように、中間シート
２５を介在させるのが望ましい。この中間シート２５は、吸収体２３により吸収した尿の
逆戻りを防止するために設けられるものであり、保水性が低く、且つ透液性の高い素材、
例えばメッシュフィルム等を用いるのが望ましい。トップシート２２の前端を０％としト
ップシート２２の後端を１００％としたとき、中間シート２５の前端は０～１１％の範囲
に位置しているのが好ましく、中間シート２５の後端は９２～１００％の範囲に位置して
いるのが好ましい。また、中間シート２５の幅２５ｗは後述する吸収体２３の幅Ｌの５０
～９０％程度であるのが好ましい。
【００２０】
　パッドタイプ吸収性物品２００の前後方向両端部では、外装シート３２および透液性ト
ップシート２２が吸収体２３の前後端よりも前後両側にそれぞれ延在されて貼り合わされ
、吸収体２３の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。また、パッドタイプ
吸収性物品２００の両側部では、外装シート３２が吸収体２３の側縁よりも外側にそれぞ
れ延在され、この延在部からトップシート２２の側部までの部分の内面には、外側立体ギ
ャザーを構成する外側ギャザーシート２４の幅方向外側の部分２４ｘが前後方向全体にわ
たり貼り付けられ、吸収体２３の存在しないサイドフラップ部ＳＦを構成している。これ
らを含め、素材貼り合わせ部分は、ホットメルト接着剤、ヒートシール、超音波シールに
より形成でき、図１では斜線模様及び点模様、図４等の断面図では点模様で示されている
。これらエンドフラップ部ＥＦ及びサイドフラップ部ＳＦは周縁部をなし、これらにより
囲まれる部分が主吸収部分をなす。外装シート３２を設けない場合、外装シート３２に代
えて不透液性バックシート２１をサイドフラップ部ＳＦまで延在させ、サイドフラップ部
ＳＦの外面側を形成することができる。
【００２１】
　外側ギャザーシート２４の素材としては、プラスチックシートやメルトブローン不織布
を使用することもできるが、肌への感触性の点で、不織布にシリコンなどにより撥水処理
をしたものが好適に使用される。
【００２２】
　外側ギャザーシート２４の幅方向中央側の部分２４ｃはトップシート２２の上にまで延
在している。外側ギャザーシート２４，２４は、幅方向外側の部分２４ｘが付根部分とし
て前後方向全体にわたり物品内面（図示形態ではトップシート２２表面および外装シート
３２内面）に貼り合わされて固定されるとともに、幅方向中央側の部分２４ｃが、前後方
向の両端部では物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に貼り合わされて固定さ
れ、かつ前後方向の両端部間では物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に固定
されていない。この非固定の自由部分は、図１に示されるように、物品内面（図示形態で
はトップシート２２表面）に対して起立可能なバリヤ部となる部分であり、その起立基端
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２４ｂは外側ギャザーシート２４における幅方向外側の固定部分２４ｘと内側の部分２４
ｃとの境に位置する。また、自由部分の幅方向中央側の端部には、外側ギャザー弾性伸縮
部材２４Ｇが前後方向に沿って伸張状態でホットメルト接着剤等により固定されている。
この外側ギャザー弾性伸縮部材２４Ｇとしては、糸状、紐状、帯状等の細長状に形成され
た、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタ
ン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリコン、ポリエステル等、通
常使用される素材を用いることができる。
【００２３】
　吸収体２３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの
集合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて粒子状等の高吸収性ポリマーを混合、
固着等してなるものを用いることができる。高吸収性ポリマー粒子を混合する場合等、必
要に応じて、吸収体２３はクレープ紙等の液透過性包装シート（図示せず）により包むこ
とができる。また、吸収体２３の形状は、相対的に前側の部分が後側の部分よりも幅広な
帯状、あるいは長方形状、台形状等、適宜の形状とすることができる。
【００２４】
　吸収体２３における繊維目付け及び高吸収性ポリマーの目付けは適宜定めることができ
るが、繊維目付けは１００～６００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましく、また吸収性ポリマ
ーの目付け０～４００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましい。
【００２５】
　吸収体２３は、股間部Ｃ２を含む前後方向中間の所定部分が幅の狭い括れ部分２３ｎと
して形成されている。この括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３は、括れ部分２３ｎの前後に位置
する非括れ部分の幅Ｌ１の５０～６５％程度であるのが好ましい。また、物品前端を０％
とし物品後端を１００％としたとき、括れ部分２３ｎの前端は１０～２５％の範囲に位置
しているのが好ましく、括れ部分２３ｎの後端は４０～６５％の範囲に位置しているのが
好ましく、括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３となる部位（最小幅部位）は２５～３０％の範囲
に位置しているのが好ましい。
【００２６】
　吸収体は、幅方向中央部と左右両側縁部との間に、表裏面に貫通するスリットからなる
溝部４０が、前側部分Ｆ２内から股間部Ｃ２をとおり後側部分Ｂ２内まで前後方向に沿っ
てそれぞれ延在されている。
【００２７】
　溝部４０は直線状に延在していても良いが、図示例のように前後方向の少なくとも一方
側の部分が、端部に向かうにつれて幅方向外側に向かうように湾曲又は屈曲した湾曲又は
屈曲部分とされているのが好ましい。より詳細には、図示例の溝部４０は、吸収体２３の
括れ部分２３ｎのうち後側に向かうにつれて幅が拡大し始める後側拡幅開始位置（最小幅
部位）２３ｗよりも後側において、後側に向うにつれてより幅方向外側に位置するように
延在するか、又は幅方向に沿って幅方向中央側から幅方向外側に向かって延在する拡散促
進部分４１を有している。この拡散促進部分４１は図示例のように吸収体２３の括れ部分
２３ｎに沿う円弧状等の曲線状をなしているのが好ましいが、直線状であっても良い。
【００２８】
　このような構造を有していると、座位時のように厚さ方向の圧縮力が加えられた状態で
も、溝部４０が尿の拡散経路として確保されるため、図５に矢印で示すように、股間部Ｃ
２の排泄位置（図中の黒塗り星マーク）において局所的に吸収体２３に至った尿が溝部４
０に沿って後側に拡散する過程で、溝部４０の拡散促進部分４１に沿って幅方向外側にも
拡散し、より広範囲に拡散供給される。よって、拡散性及び吸収速度に優れ、逆戻りが発
生し難く成る。また、溝部４０が股間部Ｃ２に存在していることにより、物品の股間部Ｃ
２と身体とのフィット性が良好となる。
【００２９】
　なお、このような観点から、溝部４０の拡散促進部分４１の前端は、吸収体２３の括れ
部分２３ｎにおける後側拡幅開始位置２３ｗを通る幅方向線上またはその近傍に位置して
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いるのが好ましい。また、溝部４０の拡散促進部分４１における幅方向外側縁の接線と前
後方向とのなす角をθ１とし、吸収体２３の括れ部分２３ｎの側縁の接線と前後方向との
なす角をθ２としたとき、溝部４０の拡散促進部分４１と対応する前後方向範囲内の各前
後方向位置において、次の関係式、
　０°　≦　θ１　≦　９０°
　θ１－２０°　≦　θ２　≦　θ１＋２０°
　を満足するように構成されているのが好ましく、
　特に、次の関係式、
　０°　≦　θ１　≦　４０°
　θ１－１０°　≦　θ２　≦　θ１＋５°
　を満足するように構成されているのが好ましい。
【００３０】
　さらに、溝部４０の拡散促進部分４１の後端は吸収体２３の側縁から離間しているのが
好ましい。この場合、その幅方向離間距離Ｌ１が、吸収体２３における括れ部分２３ｎの
後端の幅をＬとしたとき、１０ｍｍ　≦　Ｌ１　≦　Ｌ／３の関係を満足するように構成
されているのが好ましく、特に５０ｍｍ　≦　Ｌ１　≦　Ｌ／３の関係を満足するように
構成されているのが好ましい。このように、溝部４０の拡散促進部分４１の後端を吸収体
２３の側縁からある程度離間させつつ、十分に吸収体２３の側部まで延在させることによ
り、溝部４０による幅方向の拡散が過大とならない範囲で、吸収体２３に対して十分に広
範囲に尿を拡散することができるようになる。
【００３１】
　また、吸収性物品の全長をＭとし、溝部４０の拡散促進部分の後端よりも後側部分Ｂ２
の前後方向長さをＭ１とし、溝部４０の拡散促進部分４１の後端よりも前側部分の前後方
向長さをＭ２としたとき、Ｍ／２　≦　Ｍ２　＜　Ｍの関係を満足するように構成されて
いるのが好ましく、特にＭ／７　≦　Ｍ２　＜　Ｍ／３の関係を満足するように構成され
ているのが好ましい。このように、溝部４０の拡散促進部分４１の後端を十分に後側に延
在させつつも、物品後端から十分に離間させることにより、溝部４０による後側への拡散
が適度となる。溝部４０をあまりに物品後側まで延在させると、後側への拡散が過大とな
って、いわゆる背漏れが発生するおそれがある。
【００３２】
　溝部４０の幅ｗは適宜定めることができるが、通常の場合１０～３０ｍｍの範囲内にあ
るのが好ましく、特に１０～１５ｍｍの範囲内にあるのが好ましい。溝部４０の幅ｗが狭
過ぎると溝部が幅方向に潰れ易くなり、狭過ぎると溝部４０内に上下部材（例えば吸収体
２３の包装シート）が入り込み、いずれにせよ拡散のための空間が減少するため好ましく
ない。
【００３３】
　一方、溝部４０は、拡散促進部分４１の前側に連続する部分として、左右の溝部間隔ｄ
が２０～４０ｍｍである導入部分４２を有しているのが好ましい。より好ましい間隔ｄは
１０～４０ｍｍである。この導入部分４２の前後方向長さは、物品全長の１０～３５％程
度、特に１２～３５％程度であるのが好ましい。
【００３４】
　さらに、溝部４０は、この導入部分４２の前端から幅方向外側に向きを変えて、吸収体
２３の側縁に向かって延在する前側間隔拡大部４３を有している。前側間隔拡大部４３は
、前側に向うにつれてより幅方向外側に位置するように延在するか、又は幅方向に沿って
幅方向中央側から幅方向外側に向かって延在する曲線状又は直線状をなしているのが好ま
しい。また、この前側間隔拡大部４３は先端が図示形態のように吸収体２３の側縁に貫通
しているのが好ましいが、吸収体２３の側縁までは到達させずに、側縁から離間させるこ
ともできる。
【００３５】
　他方、股間部Ｃ２へのフィット性を高めるために、パッドタイプ吸収性物品２００の幅
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方向両側部における吸収体２３の裏面側に、前側部分Ｆ２から後側部分Ｂ２にわたり延在
するように糸ゴム等の細長状弾性伸縮部材を設けることもできるが、溝部４０の存在によ
り股間部Ｃ２へのフィット性が高くなるため、図示形態のように省略することができる。
【００３６】
　特徴的には、トップシート２２の表面における、吸収体２３の両溝部４０の幅方向外側
の縁又はその近傍を付根部分５２として装着者の身体側に突出する内側立体ギャザー５０
が、溝部４０に沿って設けられるとともに、吸収体２３の両溝部４０における少なくとも
幅方向中央側の側部が、内側立体ギャザー５０の付根部分５２よりも幅方向中央側に位置
している。
【００３７】
　このような内側立体ギャザーを有していると、横方向への移動尿量が多い横臥姿勢のと
きであっても、トップシート２２表面を伝って移動する尿を確実に塞き止め、前後方向に
拡散させ、或いは近傍の吸収体２３で吸収することができ、且つ、溝部４０の少なくとも
幅方向中央側の側部が内側立体ギャザー５０の付根部分５２よりも幅方向中央側に位置し
ているため、溝部４０による拡散促進及び吸収速度向上の効果は維持される。
【００３８】
　図示例の内側立体ギャザー５０は、付根部分５２から突出する突出部分５３と、この突
出部分５３のうち前後方向両端部に設けられたトップシート２２表面に対する固定部分５
４と、突出部分５３のうち前後の固定部分５４間に位置する非固定の自由部分５５とを有
する内側ギャザーシート５１と、この内側ギャザーシート５１の自由部分５５の少なくと
も先端部に、前後方向に伸張した状態で固定された内側ギャザー弾性伸縮部材５６とを有
している。内側ギャザーシート５１及び内側ギャザー弾性伸縮部材５６としては、外側ギ
ャザーシート２４及び外側ギャザー弾性伸縮部材２４Ｇの項で述べた素材から適宜選択す
ることができる。
【００３９】
　内側立体ギャザー５０の前後方向範囲は適宜定めることができ、溝部４０に沿う部分を
有する限り、自由部分５５の前後方向範囲が溝部４０の前後方向範囲内の一部（例えば股
間部Ｃ２）となるように構成しても良いが、自由部分５５の前後方向範囲が溝部４０の前
後方向範囲より広い構成とするのが好ましい。特に、吸収性物品２００を製造する際、吸
収性物品２００の前後方向が製造ラインの流れ方向に沿う場合には、図示例のように、内
側ギャザーシート５１を外側ギャザーシート２４と同様に吸収性物品の前端から後端まで
連続させるとともに、その前端部及び後端部に固定部分２４を設けるのが好ましい。また
、内側立体ギャザー５０の自由部分５５の前後方向範囲は、外側立体ギャザーの自由部分
の前後方向範囲と同じでも良いが、より狭い範囲とすることもできる。
【００４０】
　内側立体ギャザー５０の付根部分５２の幅方向位置については、内側立体ギャザー５０
の付根部分５２の幅方向中央側の端部が、図６（ａ）に示すように溝部４０の幅方向外側
に位置している形態、図６（ｂ）に示すように、溝部４０の幅方向外側の側面と重なるよ
うに位置している形態、及び図６（ｃ）に示すように溝部４０の底部と重なるように位置
している形態が考えられる。しかし、図示形態のように、トップシート２２が溝部４０の
両側面及び底面に沿うように窪んでいる場合において、図６（ｃ）に示す構造を採用する
と、外側立体ギャザーと内側立体ギャザー５０との間に位置する吸収体２３を、内側立体
ギャザー５０を乗り越えた尿の吸収には役立つが、内側立体ギャザー５０の内側に位置す
る尿の吸収には用いることができない。
【００４１】
　よって、本発明では、図６（ａ）及び（ｂ）に示す例のように、内側立体ギャザー５０
の付根部分５２を、吸収体２３の溝部４０の幅方向外側の側面の深さ方向中間部より幅方
向外側に位置させて、トップシート２２の表面における内側立体ギャザー５０の付根部分
５２より幅方向中央側は装着者の身体側に露出させる。これにより、溝部４０内の尿を溝
部４０の幅方向中央側の側面を介して溝部４０の幅方向中央側の吸収体２３へ吸収させる
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だけでなく、溝部４０の幅方向外側の側面を介して内側立体ギャザー５０の下を通り抜け
て溝部４０の幅方向外中央側の吸収体２３へ吸収させることができる。よって、外側立体
ギャザーと内側立体ギャザー５０との間に位置する吸収体２３を、内側立体ギャザー５０
を乗り越えた尿の吸収に用いるのはもちろん、内側立体ギャザー５０の内側に位置する尿
の吸収にも用いることができ、内側立体ギャザー５０を設けたことに起因する基本吸収量
の減少を回避することができる。
【００４２】
　また、内側立体ギャザー５０の付根部分５２の側縁と外側立体ギャザー２４の起立基端
とは十分に離間しているのが好ましく、通常の場合２０～１８０ｍｍ程度であるのが好ま
しい。さらに、内側立体ギャザー５０の自由部分５５の先端は、幅方向中央側に折りたた
んだ状態で、物品の幅方向中央線から０～１５０ｍｍ程度離間しているのが好ましい。
【００４３】
　他方、上述のように、溝部４０における前後方向の少なくとも一方側の部分が、端部に
向かうにつれて幅方向外側に向かうように湾曲又は屈曲した湾曲又は屈曲部分とされてい
る場合は、図１に示すように、内側立体ギャザー５０の付根部分５２が、溝部４０の湾曲
又は屈曲部分の先端部の前後両側及び幅方向外側をコ字状に取り囲む凹部５７を有するよ
うに、内側立体ギャザー５０の取付位置等を設計するのが好ましい。このような凹部５７
は接着剤の間欠塗布により形成することができる。そして、このように、内側立体ギャザ
ー５０の付根部分５２が、溝部４０の湾曲又は屈曲部分の先端部の前後両側及び幅方向外
側をコ字状に取り囲む凹部５７を有すると、溝部４０の端部に集中する尿を内側立体ギャ
ザー５０の付根部分５２で取り囲んで一時的に蓄えることができ、前後方向への過度の拡
散を防止できる。
【００４４】
　＜その他＞
　上記例では、吸収体２３が一層構造となっているが、図７に示すように上層２３Ｕ、下
層２３Ｂからなる二層構造とすることもでき、また図示しないが三層以上とすることもで
きる。
【００４５】
　図７に示す二層構造の吸収体２３は、下層２３Ｂの上に、下層２３Ｂの幅Ｌよりも幅Ｌ
２が狭く且つ少なくとも股間部Ｃ２から後側部分Ｂ２にかけて前後方向に延在する上層２
３Ｕが積層された二層構造となっている。上層２３Ｕの前後方向長さは下層２３Ｂの前後
方向長さと同じであっても良いが、７０～８５％程度とするのが望ましい。また、上層２
３Ｕの全幅は下層２３Ｂの全幅の４０～６０％程度とするのが望ましい。さらに、下層２
３Ｂの繊維目付けは例えば８０～４００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例え
ば５０～４００ｇ／ｍ2程度とすることができ、上層２３Ｕの繊維目付けは例えば８０～
３００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例えば１０～２００ｇ／ｍ2程度とする
ことができる。
【００４６】
　このような二層構造の吸収体２３において溝部４０を設ける場合、図示例のように上層
２３Ｕにのみ溝部４０を設ける他、図示しないが上層２３Ｕ表面から厚み方向の下層２３
Ｂの中間部まで窪む凹状又は上層２３Ｕ表面から下層２３Ｂ裏面に貫通するスリット状の
溝部を設けることもできる。なお、これらの例からも理解できるように、吸収体２３が一
層構造の場合であっても、溝部４０を、表面から厚み方向の中間部まで窪む凹状部分とす
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、パッドタイプ吸収性物品、パンツタイプ若しくはテープタイプ使い捨ておむ
つ、または生理用ナプキン等、吸収性物品全般に利用できるものである。
【符号の説明】
【００４８】
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　２１…不透液性バックシート、２２…透液性トップシート、２３…吸収体、２３Ｕ…上
層、２３Ｂ…下層、２４…外側ギャザーシート、３２…外装シート、４０…溝部、５０…
内側立体ギャザー、２００…パッドタイプ吸収性物品。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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